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情報通信審議会 情報通信技術分科会（第１２５回）議事録 

 

１ 日時 平成２９年３月３１日（金） １４時００分～１５時５５分 

２ 場所 総務省 第１特別会議室（８階） 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

西尾 章治郎（分科会長）、相田 仁（分科会長代理）、安藤 真、伊丹 誠、 

江村 克己、上條 由紀子、三瓶 政一、知野 恵子、村山 優子 

（以上９名） 

（２）総務省 

（情報通信国際戦略局） 

武田 博之（総括審議官）、野崎 雅稔（技術政策課長）、 

（情報流通行政局） 

 南 俊行（情報流通行政局長）、吉田 眞人（大臣官房審議官）、 

 齋藤 晴加（情流局総務課長）、久恒 達宏（放送技術課長） 

（総合通信基盤局） 

 富永 昌彦（総合通信基盤局長）、渡辺 克也（電波部長）、 

 秋本 芳徳(基盤局総務課長)、田原 康生（電波政策課長）、 

 林 浩靖（電波利用分析官）、杉野 勲（移動通信課長）、 

 中村 裕治（新世代移動通信システム推進室長） 

（３）事務局 

永利 正統（情報通信国際戦略局情報通信政策課管理室長） 

 

４ 議 題 

   （１）答申事項 

①「放送システムに関する技術的条件」のうち「放送事業用無線局の高度化の

ための技術的条件」のうち「超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波

帯を使用する放送事業用無線局（ＦＰＵ）の技術的条件」について 

【平成１８年９月２８日付け諮問第２０２３号】 
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②「非静止衛星を利用する移動衛星通信システムの技術的条件」のうち「１.６

ＧＨｚ帯／２.４ＧＨｚ帯を用いた移動衛星通信システムの技術的条件」につい

て 

【平成７年９月２５日付け電気通信技術審議会諮問第８２号】 

③「Ｋａ帯を用いた移動体向けブロードバンド衛星通信システムの技術的条件」

のうち「Ｋａ帯を用いた移動体向けブロードバンド衛星通信システム（ＥＳＩ

Ｍ）の技術的条件」について 

【平成２８年６月３０日付け諮問第２０３７号】 

④「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「デジタルコ

ードレス電話の無線局の高度化に係る技術的条件」について 

【平成１４年９月３０日付け諮問第２００９号】 

⑤「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「９２０ＭＨ

ｚ帯小電力無線システムの高度化に係る技術的条件」について 

【平成１４年９月３０日付け諮問第２００９号】 

⑥「ＩＴＳ無線システムの技術的条件」のうち「７００ＭＨｚ帯高度道路交通

システムの高度化に関する技術的条件」について 

【平成２１年７月２８日付け諮問第２０２９号】 

   （２）報告事項 

 ＩｏＴ時代の無線通信システムの検討状況 
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開  会 

 

○西尾分科会長  それでは、ただいまから、情報通信審議会第１２５回情報通信技術分

科会を開催いたします。 

 本日は、委員１５名のうち９名が出席されておりますので、定足数を満たしておりま

す。 

 なお、本日の会議の模様は、インターネットにより中継をいたしております。あらか

じめご了承のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。 

 本日の議題は、答申案件６件、報告事項が１件ございます。 

 

議  題 

 

（１）答申事項 

①「放送システムに関する技術的条件」のうち「放送事業用無線局の高度化のた

めの技術的条件」のうち「超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を

使用する放送事業用無線局（ＦＰＵ）の技術的条件」について 

【平成１８年９月２８日付け諮問第２０２３号】 

 

○西尾分科会長  初めに、答申事項について審議いたします。 

 諮問第２０２３号「放送システムに関する技術的条件」のうち「放送事業用無線局の

高度化のための技術的条件」のうち「超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波

帯を使用する放送事業用無線局（ＦＰＵ）の技術的条件」について、放送システム委員

会主査の伊丹委員からご説明をお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。 

○伊丹委員  伊丹でございます。昨年の５月の技術分科会におきまして、放送システム

委員会より、超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用する放送事業用

無線局（ＦＰＵ）の技術的条件の検討開始につきましてご報告いたしました。本日は、

その検討結果がまとまりましたので、報告させていただきます。 

 本件は、既存のマイクロ波帯ＦＰＵを高度化し、４Ｋ・８Ｋの素材伝送に対応するた

めに必要となる技術的条件を定めるものでございます。 
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 資料１２５－１－１を使いまして説明させていただきます。 

 では、スライドの１ページ目をごらんください。検討開始の背景といたしまして、我

が国では、衛星放送によります超高精細度テレビジョン放送の実用放送が２０１８年に

も予定されているところでありまして、４Ｋ・８Ｋ素材伝送を実現するため、マイクロ

波帯を使用する放送事業用無線局（ＦＰＵ）の高度化について審議を行いました。 

 左下の図に示すとおり、ＦＰＵはカメラや中継車に搭載される無線局でありまして、

主に事件や事故の取材現場やスポーツ中継などの中継現場から、ビルの屋上や山の上に

設置されました受信基地局までの映像や音声の素材伝送を行うためのものでございます。

今回、４Ｋ・８Ｋ素材伝送を可能にするため、現行のマイクロ波帯ＦＰＵに対して、変

調の多値化、偏波ＭＩＭＯの導入、誤り訂正機能の強化を行いました。 

 スライド２をごらんください。偏波ＭＩＭＯについて簡単に説明いたします。偏波Ｍ

ＩＭＯは、同一周波数の異なる偏波面に互いに異なる情報を同時に伝送するもので、伝

送できる情報量を理論上は２倍と大幅に増大することが可能になります。こちらの図で

は、水平偏波と垂直偏波を組み合わせた偏波ＭＩＭＯを示しておりますが、右旋円偏波

と左旋の円偏波の組み合わせも可能になるように検討を行っております。 

 ３枚目のスライドをごらんください。現行のマイクロ波帯ＦＰＵは、キャリア変調と

いたしまして６４ＱＡＭを採用しており、１キャリアシンボルで６ビットの伝送が可能

でございます。今回、キャリアシンボルを１２ビットまで増やし、キャリア変調を最大

４０９６ＱＡＭに多値化する検討を行いました。これによりまして、情報量で最大２倍

に増加を行うことが可能になります。 

 一方で、キャリア変調を多値化することによりまして、所要ＣＮ比が劣化いたします。

そのため、誤り訂正符号の内符号にはＬＤＰＣ符号を、外符号にはＢＣＨ符号を採用す

ることといたしました。 

 右下の図は、キャリア変調１０２４ＱＡＭの場合に、従来の方式と今回検討したＬＤ

ＰＣ符号のビット誤り率特性をシミュレーションした結果をあらわした図になります。

青色が従来の畳み込み符号とビタビ復号を用いた方式の特性でございまして、赤色が今

回のＬＤＰＣを用いた特性でございます。ＬＤＰＣの採用によりまして、所要ＣＮ比が

大きく改善することがわかります。 

 ４枚目のスライドをごらんください。昨年５月に検討を始めた４Ｋ・８Ｋ用ＦＰＵの

技術的条件ですが、放送システム委員会を３回、４Ｋ・８Ｋ用ＦＰＵ作業班を４回開催
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いたしまして、２月の放送システム委員会で報告書案を取りまとめました。この報告書

案につきましては、昨年１２月１３日から本年１月１６日まで、パブリックコメントを

実施いたしました。その結果、意見の提出はございませんでした。パブリックコメント

の後、報告書案に数字上の細かな修正を加えまして、本日、お手元にご用意させていた

だきました。 

 ５枚目のスライドをごらんください。要求条件について説明させていただきます。初

めに、４Ｋ・８Ｋ用ＦＰＵの技術的条件を定めるに当たり、設定した要求条件はスライ

ドのとおりでございます。基本的な考えといたしましては、平成１３年に一部答申いた

だいた既存のマイクロ波帯ＯＦＤＭ方式における要求条件を踏まえることとし、ＴＳビ

ットレートで２００から３００Ｍｂｉｔ／ｓ級の伝送を可能にすること。移動中継でも

４Ｋ・８Ｋ放送の番組素材伝送を可能にすること。建物などの反射によるマルチパスフ

ェージング環境下での利用を可能にすること。伝搬距離として、固定中継で最大５０キ

ロメートル、移動中継で最大４キロメートルを確保できることとしております。 

 運用モデルといたしましては、従来の固定中継及び移動中継に加え、固定中継を２つ

に分けまして、伝送の距離を短くとるかわりに、３００ｂｐｓ級の伝送レートを実現す

る高品質モデルを追加しております。 

 ６番目のスライドをごらんください。４Ｋ・８ＫＦＰＵの最大伝送容量につきまして

説明いたします。一般社団法人電波産業会におきまして、素材伝送用ＨＥＶＣコーデッ

クの評価実験を行いまして、４Ｋ・８Ｋ素材伝送に必要となる所要ビットレートを検証

いたしました。ＩＴＵ－Ｒ勧告ＢＴ.５００－１３に基づきます二重刺激連続品質尺度法

によりまして画質評価を行っています。その結果、８Ｋの素材伝送といたしましては、

固定中継（標準）の場合には映像ビットレート１８８Ｍｂｐｓ以上、固定中継（高品質）

の場合には、映像ビットレート２８５Ｍｂｐｓ以上、移動中継の場合、映像ビットレー

ト１４０Ｍｂｐｓ以上という結果が得られております。４Ｋの素材伝送に関しましては、

評価実験における評価画像の平仄を合わせ、固定中継（標準）の場合には８７Ｍｂｐｓ、

固定中継（高品質）の場合には１３５Ｍｂｐｓ以上、移動中継の場合、映像ビットレー

ト７２Ｍｂｐｓ以上という結果になりました。最終的に、検証結果に必要な変調パラメ

ータを含めた最大伝送容量として、フルモードの固定中継（高品質）で４１２Ｍｂｐｓ、

それから、ハーフモードの固定中継（高品質）で２０２Ｍｂｐｓというのが最大伝送レ

ートになります。 
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 ７枚目のスライドをごらんください。次に、他の無線システムとの共用検討結果につ

きましてご説明いたします。４Ｋ・８Ｋ用ＦＰＵは、空中線電力、占有帯域幅等の電波

の品質に関する諸元が現行の規定を超えるものではありませんので、他の無線システム

への干渉に関する検討は不要となります。その一方で、所要ＣＮ比が現行のＦＰＵの値

と異なることから、他の無線システムからの被干渉に関して検討を行いました。今回、

審議対象となりますマイクロ波帯ＦＰＵの６つの帯域と同一または隣接する周波数帯域

について、利用実態を踏まえて対象となる既存無線システムの抽出をいたしました。そ

の結果、共用検討の対象システムとして抽出されましたのがこちらの表になります。ペ

ージ下にある図をごらんください。緑の色で赤枠の部分がマイクロ波帯ＦＰＵの使用領

域で、左から順にＢ、Ｃ、Ｄバンドとなります。今回対象とする既存無線システムは、

Ｂバンドの下側にＥＴＣ等で使用されている狭帯域無線システム、Ｃバンドと周波数を

共用している固定衛星業務（アップリンク）、Ｂ／Ｃバンドの隣接帯域を使用している電

気通信業務、Ｃ／Ｄバンドの隣接帯域を使用している公共業務、各放送事業用の帯域の

中で周波数共用している映像ＳＴＬ／ＴＴＬ、ＴＳＬ及び現行のＦＰＵになります。 

 ８枚目のスライドをごらんください。今述べた既存システムごとに所要離隔距離をま

とめた結果が右側の表になります。互いの空中線が正対した場合の所要離隔距離を示し

ております。無線システムごとに取りまとめて表にしております。その結果、ＳＴＬ／

ＴＴＬ、ＴＳＬの間では、最大で１００キロ以上の離隔距離が必要との結論を得ました。

その他の無線システムでも、数キロから数十キロの離隔距離が必要という結果が出てお

ります。これはあくまで正対した場合の結果でございまして、お互いの空中線の指向性

を考慮し、角度をずらすことで、所要離隔距離が小さくなることが確認できます。左下

のグラフをごらんいただければその結果がわかると思います。 

 角度をつけた場合の結果として最も離隔距離が大きくなったＳＴＬ／ＴＴＬ、ＴＳＬ

の例が左下のグラフです。個々の無線システムでも同様の角度特性を得られています。

実際のＦＰＵの運用実態から互いの空中線が正対しないように、４Ｋ・８Ｋ用のＦＰＵ

Ｕの位置や空中線との角度を調整することは可能でありまして、これら既存無線システ

ムとの共用は十分に可能であるとの結論を得られました。 

 ９枚目のスライドをごらんください。このスライドと次のスライドが今回定める技術

的条件の骨子となります。検討項目について、現行ＦＰＵの技術的条件と、今回検討を

行いました４Ｋ・８ＫＦＰＵの技術的条件との関係を比較し、まとめました。４Ｋ・８
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Ｋ用ＦＰＵの技術的条件の内容といたしましては、２Ｋの素材伝送に対応している現行

のマイクロ波帯ＦＰＵの技術的条件をもとに要求条件との整合性の確認を行いましたと

ころ、無線周波数帯や占有帯域幅、空中線電力等は現行のマイクロ波帯ＯＦＤＭ方式を

基本とし、変更なしとしております。主な追加項目といたしましては、最大伝送容量を

フルモード４１２Ｍｂｐｓ、ハーフモードを２０２Ｍｂｐｓに変更したこと、空間多重

方式にＭＩＭＯを導入したこと、変調方式として、固定伝送に４０９６ＱＡＭ、１０２

４ＱＡＭ、２５６ＱＡＭを追加し、移動伝送としてこれまで１６ＱＡＭを基本としてい

たものを６４ＱＡＭを基本とすることにしたことになります。また、偏波に垂直、水平

の組み合わせ、左旋、右旋の円偏波の組み合わせ、両偏波を追加することといたしまし

た。加えて、誤り訂正符号として、ＬＤＰＣ符号とＢＣＨ符号を採用することで高い訂

正能力を得られることから、変調を多値化してもＣＮ比の値が現行ＦＰＵとほとんど同

じになる結果を得られました。先ほど申し上げましたとおり、総電力を同じにしたとき

に伝送容量が大きくなっていることが特徴となります。 

 ご報告につきましては、以上となります。どうもありがとうございました。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見やご質問はございませんでしょうか。 

 三瓶委員、どうぞ。 

○三瓶委員  すみません。８枚目のスライドで、ＤＳＲＣ移動局、基地局の固定伝送の

ところで、所要Ｄ／Ｕは１０ｄＢ違っているのですが、離隔距離が同じというのはどう

いう意味なのでしょうか。 

○伊丹委員  これは電波の強さというか、送信電力は同じですので、高品質モードと低

品質モードの違いで、片方は多値の変調を使っていますので、所要ＤＵ比が変わるので

はないかと思います。 

○三瓶委員  ＤＵ比は変わるが、離隔距離が同じなのですか。 

○伊丹委員  そうですね。離隔距離が。 

○三瓶委員  この２ポイントだけ同じ値になっていまして。 

○伊丹委員  そうですね。ここは確認させていただきます。 

○西尾分科会長  そうしましたら、今の件、確認いただき、また三瓶委員に回答するこ

ととしたいと思います。 

○三瓶委員  本文のほうも同じようになっていますので、正しいかどうかを含めて。 
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○伊丹委員  私も見落としていて、申しわけありません。 

○西尾分科会長  貴重なご指摘、どうもありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 それでは、今のことも確認をいただいた上で、本件につきましては答申案のとおりと

しますが、答申案としましては資料の１２５－１－３を参照ください。そのとおり、一

部答申をいたしたいと思いますが、よろしいですか。特段、ご異議とかございませんで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西尾分科会長  それでは、案のとおり答申をすることとしますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の対応についてご

説明を伺えるということですので、よろしくお願いいたします。 

○南情報流通行政局長  情報流通行政局長の南でございます。 

 このたび、マイクロ波帯の４Ｋ・８Ｋ対応のＦＰＵに関する技術的条件につきまして、

中間答申を取りまとめいただきましてありがとうございました。 

 ご案内のとおり、来年の１２月から４Ｋ・８Ｋの衛星を使った実用放送が開始するこ

とになってございます。ＮＨＫさん、民放さんをはじめ、今１１社から１９チャネルの

申請が上がってきて、私ども、それぞれを認定したところでございます。 

 今、実用化に向けて、４Ｋ、ＨＤＲに対応した中継の大型車みたいなものも放送会社

は用意をしているんですけれども、実際の制作現場では、カメラを持った作業員と中継

車の間を光ファイバーでつながないといけないという大変面倒な作業を強いられてござ

いまして、一日も早く４Ｋ・８Ｋに対応したＦＰＵができますと、手軽に無線で映像を

伝送することができるようになるということがございますので、ほんとうに一日も早く

実用化が待たれていたということでございます。２０２０年のオリンピックを考えまし

ても、さまざまな制作現場でこのＦＰＵの活用が広がるということを私どもとしては期

待をしたいと考えてございます。 

 本日いただきました一部答申を踏まえまして、早速、必要な制度整備に着手してまい

りたいと思っておりまして、６月ぐらいまでには制度整備を終えまして、来年の１２月

の実用放送にとにかく間に合って、そして、ＦＰＵが一日も早く普及をしてまいります

ように、私どもとしては取り組んでまいりたいと考えてございます。 
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 放送システム委員会のお取りまとめをいただきました伊丹主査をはじめまして、委員

会、それから作業班の皆様、それから当分科会の先生方に大変お世話になりまして、あ

りがとうございました。改めて厚く御礼を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○西尾分科会長  南局長、どうもありがとうございました。 

 今、ご説明のように、これは非常に重要な案件でございますので、今後、実際に使え

るようにしていただくために、何とぞよろしくお願いをいたします。ありがとうござい

ました。 

 

 ②「非静止衛星を利用する移動衛星通信システムの技術的条件」のうち「１.６ＧＨｚ

帯／２.４ＧＨｚ帯を用いた移動衛星通信システムの技術的条件」について 

【平成７年９月２５日付け電気通信技術審議会諮問第８２号】 

 

○西尾分科会長  次に、電気通信技術審議会諮問第８２号でございます。「非静止衛星を

利用する移動衛星通信システムの技術的条件」のうち「１.６ＧＨｚ帯／２.４ＧＨｚ帯

を用いた移動衛星通信システムの技術的条件」について、衛星通信システム委員会主査

の安藤委員からご説明をお願いいたします。 

○安藤委員  安藤からご説明いたします。１２５－２－１の資料を使って説明させてい

ただきます。 

 １ページ、お開きください。検討開始の背景を述べます。この技術的条件につきまし

ては、平成１２年の９月に、当時ですけれども、電気通信技術審議会で既に一部答申が

行われておりましたが、本サービスの事業主体となるであろうと思われていた関連企業

の経営の状況が悪化して、日本での導入が実質見送られていたということがあります。

一方、衛星携帯電話等の移動衛星通信システムは、同報性とか、広報性とか、広域性と

か、災害に強いというような特徴に近年、関心が高まりまして、ほかの周波数帯を用い

たイリジウム、インマルサット、スラーヤ、ワイドスターなどのシステムの導入が順次

進められています。２３年の３月に発生した大震災を含めて、近年の大規模災害におい

ても、このようなシステムの有用性が認識されているところです。 

 今回、検討を行いましたシステムにおいては、平成１２年の当時から随分状況が変わ

っているということもあります。それから、従来型の携帯電話型の端末に加えて、位置

情報などを送ることができる簡単な端末が導入されていますので、新しい事業の参入の
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ニーズが高まっています。このニーズに応えるように高度化した利用も提案されており

まして、それで改めて検討を行うこととしたものです。 

 その間、使用予定の周波数帯の電波の利用状況も当然大きく変わっておりますので、

システム間の共用の前提条件が随分変わっていますので、これについても追加の検討を

行ったというものです。 

 おめくりください。２ページです。今回検討を行った移動衛星通信システムは、米国

のＧｌｏｂａｌｓｔａｒ社がグローバルに提供しているサービスを想定しております。

そのシステムの概要が説明してあります。アップリンクが１.６GHz、ダウンリンクが２.

４GHzのサービスになっています。音声の従来のサービスに加えて、データ伝送サービス

が開始されています。このサービスは、高価な機材の輸送監視などの資産管理に非常に

活用されているほか、海上や山岳地帯など一般の携帯電話が届かないところでの使い方

が非常に有用ということで、簡易的に位置情報やメッセージが送られている状況です。

登山家や冒険家が遭難してしまった場合なんかも、最後の手段としてこういうものを使

って、既に４,６００件ものレスキューの実績があるということも聞いています。 

 次のページをお開きください。１.６GHz帯と２.４GHzの周波数の使用状況が示してあ

ります。赤く囲われたところが今回の検討の周波数帯域です。追加の共用検討を行った

無線システムは、電波天文と無線ＬＡＮ・小電力データ通信システム、それから近年、

使用が始まっていますロボット無線の３システムを対象にしています。電波天文につき

ましては、このシステムから電波天文への与干渉の見直しを行いました。無線ＬＡＮ・

小電力データ通信システムというのは、この間、非常にユーザーが増えています。そう

いうことも反映して、現在の利用状況をもとに再検討しています。ロボット無線は昨年

の３月に開催されました分科会で答申が行われたものですけれども、８月に制度整備さ

れております。ロボット無線はドローンに搭載されて、上空から鮮明な画像を送ったり、

そのような使い方ですけれども、このシステムが受ける被干渉が大きいことから、今回

初めて共用検討を行ったものです。 

 次のページをお願いします。まず、電波天文への干渉を与える与干渉について検討し

た結果です。平成１２年の一部答申では、ある距離の内側ではＧＰＳ等の情報を使って

端末の電波を停止するというようなこと、これで電波天文の各機関とサービスを提供す

るシステムの運用者の間で合意を得ることが必要とされ、実際にそのような運用協定で

今、運用されています。今回、このシステムの導入の検討を行うに当たって、より使い
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やすく、具体的には、いろいろな端末等の性能も変わっておりますので、そういうもの

もよく見た上で、実績も踏まえて、どちらかというと、より使いやすいように見直しを

行ったということです。実際には、電波天文というのは、野辺山、臼田、鹿島の３つが

対象でして、陸上においては、これらの電波天文サイトから３０km以内で使用禁止、海

上では、鹿島の方から測って５０km以内では使用禁止、１６０km以内では電波天文と周

波数が重複している１から４チャネルまでを使用禁止、１６０kmを超えた範囲では、１

チャネルから７チャネルまで全ての周波数を使ってよいというような形になっておりま

す。災害時などは、これらの使用制限を解除しまして、この電話が大いに使いやすくし

ているという状況です。これらの内容に沿った運用協定を関係者間で締結して適切に実

施することより、今回のシステムも全て共有可能という結論となっています。 

 ５ページ目をごらんください。次に、無線ＬＡＮ・小電力データ通信システムから本

システムが受ける影響について検討しました。無線ＬＡＮは、チャネル１から１３まで

は世界の共通バンド、チャネル１４が日本独自のチャネルです。このシステムと具体的

には周波数が重複しているものです。机上計算の結果、チャネル１からチャネル１３ま

でのシステムは７２ｍ以内、チャネル１４については２９０ｍ以内の場合には干渉を受

ける可能性があるとの結果になりました。この机上検討というのはいろいろ理想化され

ているということで、実際に実験を行いまして、実機を使って通話をしてみますと、残

念ながら机上検討と随分大きな違いが出てきまして、実際にはチャネル１から１３まで

は影響を受ける干渉は見受けられませんでした。また、チャネル１４は、１０ｍ以内は

まれにそういう影響があるけれども、それでも非常に少ないということが出てきていま

す。そういうことも踏まえて、より使いやすいようにという形で考えております。衛星

携帯電話は、携帯電話やＷｉＦｉの電波が実際には届かないところで使われるというこ

とも認識していますし、また、逆にそれぞれの想定しているところで必要な離隔距離が

得られるということを考えまして、共用可能という結論を出しています。 

 ６ページ目をお願いします。近年、いろいろ話題になっていますロボット無線システ

ム、カメラ等に使うようなロボットが増えてきていますけれども、このシステムが受け

る影響について検討した結果を述べています。無線局の免許が不要で、汎用的に使用さ

れているＷｉＦｉ機器としてのそういうものはありますけれども、今回検討しています

のは、いわゆる無線の免許を有する高出力タイプということです。ですから、ある意味

では電波監理はできるようなものを対象にしています。こういうものは実際には１６９M
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Hz、２.４GHz、５.７GHzを使うもので、２.４GHzの周波数を使用するもので、どういう

干渉があるかということを計算しました。これも計算結果ではですけれども、見通しが

あるところは影響があるという結果に、実はなってしまいます。何も影響なく自由空間

で飛んでいくような計算をした場合には、例えば５００から６００ｍ、上空１５０ｍに

もしドローンを上げますと、見える範囲は全部影響があるという結果になってしまいま

した。実際に普及率は低いのですけれども、ほんとうに使う場合は、例えば災害のとき

とか、免許をするものですから、両方の使い方を一元的に管理できる、当事者がコント

ロールすれば十分使えるというような判断をしています。重要性に応じて適切に運用調

整が行えれば、使えるという判断をしていいというのがこの結論であります。もちろん、

ロボット無線等がこれから非常に数が増えていく可能性があります。そのときは見直し

もする必要があるということを報告書にはつけ加えてあります。 

 ７ページ目にはこれらをまとめた技術的条件の案が書いてあります。実際には、先ほ

ど議論した周波数は１６１０から１６２６MHzなのですけれども、これには具体的にイリ

ジウムというシステムを既に使っていることもあって、そこを除いたものが使うことに

なるだろう、１６１０から１６１８.７５MHzというところを実際には使うような形にな

るであろうということが書いてあります。 

 ８ページ目、周波数の許容偏差、空中線電力の許容偏差、不要発射強度、キャリアオ

フの漏えい電力等、従来の無線設備規則で定められている共通の規定、ＩＴＵ－Ｒ勧告

に記載されている値をほぼそのまま適用することが適当であるということになっていま

す。少し変わりますのは、変調方式とか伝送速度や音声符号化等、電波の形式、中身に

かかわるものはあえて細かく限定しないと。これからいろいろなものが出てくるという

ことで、そういう形の書き方になっております。 

 以上で、衛星通信システム委員会の報告の概要をご説明しました。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見やご質問ございませんでしょうか。よろしいで

しょうか。 

○伊丹委員  すみません。１つよろしいでしょうか。 

○西尾分科会長  どうぞ。 

○伊丹委員  先ほどのロボットとの共用の話なのですが、６ページのスライドの右下に

あるように、ドローンはある程度、通信インフラが復旧してから使うような形という絵
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になっておりますけれども、災害のときなどの初期の救出作業とかにドローンとかロボ

ットが有効であるという話が結構されていると思うのですが、こういうときに最初から

使えないのは何か制限になりませんでしょうか。これは１つの使用例なのかもしれない

のですが。 

○安藤委員  先ほどの述べ方でいいますと、そういう場合は、普段はそういうのがたま

たま同じ場所で、衛星の端末と両方使うということはないであろうという話でお話しし

ました。ただし、むしろ非常時は両方が活躍する場所なので、一緒に使うことは十分に

ありますし、報道用のドローンがたくさん飛び交うということはあり得ると思います。

ただ、そういうときは、これは免許制度ですから、一括でこういうことをしようという

ことを決めるんだと思います。事前に決めておくのが一番いいですけれども、そのとき

使えなければロボットもあまり意味がないという場面もありますので、そういう運用調

整が行われるように。ただし、電波の運用の制度としては決め込まないという姿勢でい

ます。 

○伊丹委員  ありがとうございます。 

○西尾分科会長  よろしいですか。どうもありがとうございました。貴重なご質問だと

思います。 

 それでは、本件は答申案、資料１２５－２－３のとおり一部答申したいと思いますが、

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西尾分科会長  どうもありがとうございます。それでは、案のとおり答申することに

いたします。 

 

 ③「Ｋａ帯を用いた移動体向けブロードバンド衛星通信システムの技術的条件」のう

ち「Ｋａ帯を用いた移動体向けブロードバンド衛星通信システム（ＥＳＩＭ）の技

術的条件」について 

【平成２８年６月３０日付け諮問第２０３７号】 

 

○西尾分科会長  次に、諮問第２０３７号「Ｋａ帯を用いた移動体向けブロードバンド

衛星通信システムの技術的条件」のうち「Ｋａ帯を用いた移動体向けブロードバンド衛

星通信システム（ＥＳＩＭ）の技術的条件」について、衛星通信システム委員会主査の
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安藤委員からご説明をお願いいたします。 

○安藤委員  それでは、これも概要の方、資料１２５－３－１を用いてご説明いたしま

す。 

 １ページ目です。今回のこの検討を開始するに至った経緯を述べます。近年、船舶、

航空機等の移動体においても、陸上と同等の高速通信、特に画像なんかの伝送のニーズ

が高まっています。これらを実現するには、広域なサービスエリアを確保できる移動衛

星通信システムが非常に有用です。現在も主に周波数の低いＬ帯とかＫｕ帯において多

くの移動衛星通信サービスが提供されていますが、その使い方は最大でも１Ｍｂｐｓ程

度となっています。また、既存のシステムの周波数帯が逼迫していることで、これまで

移動衛星通信システムとしては利用されていなかった、より高い周波数、２０と３０GH

z帯、Ｋａ帯といいますが、これを用いて、高速な通信をしようというところです。ＩＴ

Ｕ、国際電気通信連合でも、一昨年の１１月に開催されたＷＲＣ－１５において、この

Ｋａ帯を使って５００MHzの幅を移動体向けの衛星通信システムに利用することが合意

されています。国内でも早期に導入が図れるよう、今回、技術的条件の検討を行いまし

た。 

 今回の検討、ＥＳＩＭというのは、Earth stations in motionの略ですけれども、こ

の言葉が頻繁に資料にも出てきています。 

 ２ページ目をごらんください。今回検討を行ったシステムは、表に記載していますよ

うに、衛星通信サービスが英国、ノルウェー、米国、フランスにおいて計画されていま

す。日本でもサービス開始が想定されているのは、具体的には、そのカバレッジが入っ

ていますのが、英国のＩｎｍａｒｓａｔ社のＩｎｍａｒｓａｔ－５を使ったサービスで

す。Ｉｎｍａｒｓａｔ ＧＸサービスというもので、こちらにその概要が示してあります。

このサービスは、大西洋、インド洋、太平洋上の３機の静止衛星により世界中をカバー

しています。地上から衛星へのアップリンクが３０GHz帯、衛星から地上へのダウンリン

クを２０GHz帯のＫａ帯を使用してサービスを提供しています。周波数が上がると必然的

に使える帯域が広くなって、そういう意味では高速の通信とか、鮮明な画像が送れるよ

うな状況になります。通信速度は、上りが最大で５Ｍｂｐｓ、下りは５０Ｍｂｐｓです

から、従来の１Ｍｂｐｓに比べると相当速いものができます。これで活用が期待されて

います。利用方法としては、例えば船舶や航空機に衛星用の無線設備を設置しまして、

ＷｉＦｉにより船内とか機内で個人のスマホやタブレット、パソコンなどでインターネ
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ットサービスを受けるようなことを想定しています。 

 ３ページをお開きください。この図では、２０GHzと３０GHzの周波数の使用状況を示

しています。赤く囲まれた周波数帯が今回、ＥＳＩＭのシステムが使用する周波数帯で

す。この周波数そのものは、同じ周波数を使っているほかのシステムはありません。し

かし、やはり近くに電波天文と無線アクセスシステムがあるということで、共用の検討

を行いました。表にあるように、３つのケースがありますけれども、ケース１がＥＳＩ

Ｍの宇宙局、人工衛星から降ってくる電波が電波天文に影響を与えるものの検討。ケー

ス２は、ＥＳＩＭの地球局、普通のユーザーが使う端末が逆に電波天文に干渉を与えて

しまうケース。ケース３は、ＥＳＩＭ地球局が、地上で利用されている無線アクセス、

地上システムですけれども、これから電波の干渉を受けてしまうケース。これについて

検討を加えたということです。 

 ４ページ目をごらんください。今のケースを順番に検討したわけです。ケース１のも

のについては、検討した結果が書いてありますけれども、いずれのサイトに対しても干

渉の制限値を満足しているということで、共用可能という結論が出ています。 

 次、５ページ目をお開きください。次はケース２になりますけれども、ＥＳＩＭの地

球局のスプリアス領域の電波が電波天文業務へ干渉を与えてしまう可能性について検討

したものです。こちらにつきましては、航空機、特にヘリコプターのような一定の場所

にとどまるような場合、あるいは車両に搭載した衛星端末が電波天文のサイトに近づい

て、そこにとどまっている場合には干渉が目立ってくるわけですけれども、その距離を

検討しています。詳細な検討については報告書の本文のほうにありますが、現在、海外

では既にこの衛星端末が実は使われています。その実機を用いてスプリアスの輻射強度

なども考慮して計算した結果では、通常の形態では問題なく共用可能という結論を出し

ています。この保護対象となる電波天文施設に近接して使用するような場合については、

従来もそうですけれども、関係者間で運用協定を締結して適切に実施することが可能で

あろうということで、共用可能という結論になっています。 

 ６ページ目をごらんください。無線アクセスシステム、地上のシステムから本衛星シ

ステムの端末が受ける影響について検討した結果を説明します。地上のシステムがある

ために、実際に今回提案するシステムがほとんど使えないという状況がないかどうかと

いう検討です。無線アクセスシステムは、陸上での固定間の通信に使用されています。

低コストで大容量のネットワークを構築するというシステムです。今回の衛星システム
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の主要な利用形態である船舶、航空機などで使うものと比べますと、使用場所が違うと

いうこと、また、in motionということですから、連続して動くものということを考えま

すと、実用上の問題はないということになっています。陸上移動で使用する場合は、無

線アクセスシステムに近接した場所で使用する場合は影響を受ける場合もありますけれ

ども、これは使っている人がわかるし、動けるということもありますので、しかも通常

は建物等の遮蔽があって、もっといい状況になりますので、これも実用上問題がないと

いう結論としています。 

 次のページをお開きください。これらをまとめた技術的条件の案について説明します。

ＷＲＣ－１５の決議１５６に準じて、通信の相手方となる衛星を移動、追尾する機能を

有することや、使用可能な領域外で電波がとまるような機能を規定しています。また、

このシステムについて、従来のＩｎｍａｒｓａｔなどと同様に、包括免許の対象とする

ことから、一般的条件として、基地局の制御により周波数とか電波の制御を行うことを

定めています。周波数については、ＥＳＩＭ用に定められた周波数を使うこととしてい

ます。 

 ８ページ目に技術的条件の２が書いてあります。その前の答申と似たような内容です

けれども、これらはＩＴＵ－Ｒの勧告に記載されている値を適用するということにして

おります。また、軸外の輻射電力強度については、ＷＲＣ－１５の決議１５６に準じて

規定しています。また、その中身に当たりますけれども、変調方式、伝送方式、占有周

波数帯域幅の許容値等については、将来また技術がどんどん進むであろうということで、

変更可能性を見据えて、あまり細かく限定しないという形になっています。 

 これで概要の説明を終わります。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見やご質問ございませんでしょうか。 

 特に船舶の場合、航行上の安全の確保のために重要です。また、最近、豪華客船に求

められる条件がブロードバンドのインターネットが使えること、というように変わって

きていて、ある種のパラダイムシフトが起こっています。そのような要求を実現する上

でも大切な案件だと思っています。何卒よろしくお願いいたします。 

 それでは、本件は答申案、資料１２５－３－３のとおり一部答申したいと思いますが、

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○西尾分科会長  それでは、案のとおり答申することといたします。ありがとうござい

ました。 

 

 ④「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「デジタルコードレ

ス電話の無線局の高度化に係る技術的条件」について 

【平成１４年９月３０日付け諮問第２００９号】 

 

○西尾分科会長  次に、諮問第２００９号「小電力の無線システムの高度化に必要な技

術的条件」のうち「デジタルコードレス電話の無線局の高度化に係る技術的条件」につ

いて、陸上無線通信委員会主査の安藤委員からご説明をお願いいたします。 

○安藤委員  続けてご報告します。１２５－４－１のやはり概要版でご説明させていた

だきます。 

 本件は、昨年６月の分科会で検討開始をご報告させていただきました。今回、報告を

させていただくものです。 

 １ページ目をお開きください。１.９GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線

局は、免許を必要としない無線局として平成５年に導入されたものです。家庭の中のコ

ードレス電話とか、オフィスの中の内線電話なんかに使われています。今般、さらなる

通信の高機能化や、いわゆるＩｏＴ機器への利用拡大等のニーズを鑑みて、１.９GHz帯

のデジタルコードレス電話の帯域で、これも技術の動向ですけれども、ＬＴＥ方式の技

術を用いた新たなシステムを導入する、それから、既存のものでまだまだ大いに活用さ

れていますＤＥＣＴ方式の無線システムの高度化も検討するものです。 

 新たなＬＴＥシステムの構成ですけれども、ＬＴＥシステムというのは、親機及び子

機という関係以外に、無線通信を制御する、そして情報を管理するＥＰＣとかＨＳＳと

いうネットワークの機器も必要となります。ですから、一般の家庭というよりは、事業

所内の内線電話等に利用されることを想定しています。 

 ２ページ目をお開きください。コードレス電話の普及状況ですけれども、電波利用状

況調査の結果に基づいて、これまでの普及状況をまとめたものです。自営ＰＨＳ方式、

これは３００ｋＨｚの帯域のものですけれども、平成１３年以降で７００万台弱出荷さ

れています。ＤＥＣＴ方式は平成２２年以降で２,１００万台出荷されています。現在、

一般の家庭のコードレス電話については、自営ＰＨＳや２.４ギガヘルツ帯を使用したコ
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ードレス電話からＤＥＣＴ方式へ置きかえが進んでいます。事業所等の内線電話は今も

自営ＰＨＳが使用されていますけれども、今後のチップセットとか製品の供給状況の進

展はあまり見込めません。新たに置きかわるシステムとして、ＴＤ－ＬＴＥ方式のニー

ズが高まっています。そのための検討を今回行ったということです。なお、１.９GHz帯

の周波数帯は、現在、３ＧＰＰ、移動体通信の電話の規格のＢａｎｄ３９というものに

含まれていますので、日本で流通している携帯電話端末についても、これに対応するも

のが多数存在しますので、既存の携帯電話端末等の共通的な利用なんかも含めたニーズ

もあるであろうと考えています。 

 ３ページ目をごらんください。ＬＴＥの国際動向がそこにまとめてあります。昨年６

月に３ＧＰＰにおいてＩｏＴ向けの低消費電力、低コストを狙った１.４MHzのシステム

や、２００ｋHzのシステムが規格されているところです。特に２００ｋHzのＮＢ－Ｉｏ

Ｔの規格については、周波数領域のＦＤＤ方式のみを対象としています。また、ＬＴＥ

方式の普及状況では、現在、７８事業者、４６カ国が採用しておりまして、中国ではＰ

ＨＳ方式からＴＤ－ＬＴＥ方式の携帯電話に切りかえたという事例もあります。 

 ４ページ目をごらんください。デジタルコードレス電話の新たな方式の導入に係る検

討ですけれども、周波数の使用状況はこの図に示すとおりです。今回、免許を要しない

無線局とするデジタルコードレス電話と書いてあるところですけれども、その周波数内

に新たなＴＤ－ＬＴＥ方式の広帯域デジタルコードレス電話としてｓｈａｒｅｄＸＧＰ、

ｓＸＧＰ方式を入れるべく検討を行いました。検討事項については、このＸＧＰ方式と

して、５MHzと１.４MHzの２つのシステムの導入、それから近年のまだまだ使われていま

すＤＥＣＴ方式における需要の増大への対応も考えて、この利便性も図ることを考えて

います。具体的には、周波数の中の配置等を考えて技術的な検討を加えています。これ

らの検討に当たっては、１.９GHz帯を使用する既存システムとの共用検討も必要でした。 

 ５ページ目をごらんください。技術的条件のうち、通信方式と周波数配置についてま

とめたものです。下り、ＯＦＤＭ、上り、ＳＣ－ＦＤＭＡのＴＤ－ＬＴＥ方式を使用し

ています。既存の自営ＰＨＳ方式の制御チャネルやＤＥＣＴ方式の周波数配置を考慮し

ますと、５MHzの１波、１.４MHz幅の３波について図のように配置するのがよいという結

論に達しました。出力については、大体２０ｍから３０ｍ程度通信距離をとるというこ

とで、１００ｍＷから２００ｍＷの空中線電力としています。オフィスの中等で使うこ

とを想定しています。 
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 ６ページ目をごらんください。ｓＸＧＰ方式の不要発射の強度の許容値をまとめたも

のです。スプリアス領域においては、既存の自営ＰＨＳと同様の値を用いています。帯

域外領域については、３ＧＰＰの規格、ＴＤ－ＬＴＥ方式に準拠していますが、既存の

不要発射のほうがより厳しい場合には、これに従う形にしております。子機、端末のほ

うについては、実装に当たって小型化が必要ということもありますので、６.１MHzから

１２.５MHzの離調の周波数帯では、人体吸収損や屋内の利用環境等を考えると、親機よ

りも１０ｄＢ程度緩和してもいいという結論にしています。 

 ＤＥＣＴというのは実際には５チャネルあるんですけれども、Ｆ１とＦ５のチャネル

が圧倒的に使われる形になっております。そのチャネルを保護するための許容値の規定

が別にＦ５という格好で書いてあります。 

 ７ページ目をごらんくださいｓＸＧＰ方式にはキャリアセンスという技術を用います。

キャリアセンスのレベルは、現行の自営ＰＨＳ方式及びＤＥＣＴ方式のキャリアセンス

レベルの基準と同じくしております。受信帯域幅の違いは考慮して値を設定しています

が、現行の３ＧＰＰの規格に準拠したｓＸＧＰ端末は、通常、キャリアセンス機能を持

っていませんので、親機が子機にかわってキャリアセンスを行う、そういうものもそこ

に記しています。また、将来、子機もキャリアセンスを持つということも想定されます

ので、そこも一応、値は規定してあります。自営ＰＨＳ方式の制御チャネルがあるんで

すけれども、これに対するキャリアセンスレベルは厳しいもので、通話チャネルよりも

低い値に設定してあります。 

 ８ページ目をごらんください。ほかのシステムとの周波数共用の方策をまとめていま

す。この方式を導入することに伴いまして、自営のＰＨＳ方式による現行の制御チャネ

ル、これは１２と１８のチャネルに配置されていますが、ｓＸＧＰ方式の周波数と重複

しています。空間的なすみ分けを行うことが前提となりますので、同じ場所ではこの両

方は共存できないことになります。そこで、今後導入される新たなシステムと自営ＰＨ

Ｓの同一場所でも導入できるということを担保するために、今までは通話チャネルで使

用していた３５と３７のチャネルを新たな制御チャネルとして追加しています。さらに、

ＤＥＣＴ方式の需要は伸びていますので、Ｆ２、３、４という今あまり使われていない

ようなものについても利用条件の緩和を行って、もう一つ、Ｆ６という新たな周波数を

追加しています。 

 ９ページ目をごらんください。最後に述べましたＤＥＣＴ方式も高度化する、使いや
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すくするという検討の内容です。現在、ＤＥＣＴ方式というのは５つのチャネルがある

んですけれども、ＰＨＳの制御チャネルをキャリアセンスしますと、自営のＰＨＳへの

干渉を考慮しまして、Ｆ２、Ｆ３、Ｆ４のチャネルは使用しないルールになっています。

このため、ＤＥＣＴ方式と自営ＰＨＳ方式の周波数共用を図る観点から、共用条件につ

いて改めました。実機の実力を考慮した上で、実証試験で評価を行っています。その結

果としては、第２チャネル、Ｆ２は、Ｆ１及びＦ５と同様に使えますということです。

Ｆ３とＦ４は電力を低減することによって共用が可能となるという形で、これを反映し

ています。また、新たな周波数として、新たに設けた制御チャネル３５、３７にも影響

がないということを確認した上で、Ｆ６のチャネルが使えるということがわかりました

ので、それを追加しています。そのほかにも利便性を図るために、空中線電力の規則の

見直し、チャネルの柔軟な利用を確保するために、多重数やチャネル数の規定を削除、

空中線を別に設けたような装置の構造も認めるということも見直しを行っています。 

 １０ページ目をごらんください。既存の無線システムの共用の検討として、周波数の

配置、干渉検討の組み合わせ、干渉検討に使用したパラメータを示したものであります。

平成２２年にＤＥＣＴ方式、ｓＰＨＳ方式を導入したときの情報通信審議会における検

討と同じ手法として、帯域内システムのこの間の共用検討としては、中身を見たトラフ

ィックの計算を行っています。帯域外システムとの間は、いわゆる干渉の計算をするよ

うな正対モデルまたは、場合によってはモンテカルロ的な確率的な評価検討まで行って

います。 

 １１ページをごらんください。帯域内のシステムの周波数共用の検討結果です。帯域

内のほかのシステムとして、自営ＰＨＳ、ＤＥＣＴ、ｓＸＧＰ方式が共存する場合の最

繁時の呼損率を検討しています。共用検討の結果、呼損率はおおむね１％以下というこ

とで、共用は可能と判断しています。１％を超えるものについてはシステム間で同期運

用を行うことにより、呼損率のよりよい状況が期待できます。 

 １２ページ、帯域外のシステムの共用の検討結果です。正対モデルによる所要改善量

の評価を行ったところ、所要改善量がプラスというものはさらに確率的な評価を実施し

て、所要改善量がマイナスまたは干渉確率が３％以下となり、共用は可能と判断するも

のでございます。一時赤字部分があります。これは所要改善量がプラスということです

けれども、屋内利用や機器の実力値を考慮しますと、設置時には実際には周辺調査を行

いますので、実運用上の影響はないと考えています。 
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 １３ページをごらんください。デジタルコードレス電話の無線局の電波防護指針への

適合性について検討したものです。種々計算しますと、親機のアンテナから人体まで０.

９５cm、約１cmですけれども、その距離があれば問題ない、電波防護指針を満足してい

るということは確かめています。子機については、携帯電話の端末と同様ですけれども、

どういう状況で使うかということによって比吸収率というものが変わります。その規定

は携帯電話と同じような規定としています。それを守るようにということで、例えばＩ

ｏＴ機器などでは、明らかに人体の近傍外で使用されるものは、このＳＡＲの適用もし

ないということを書いてあります。 

 １４ページです。以下の検討を受けて、デジタルコードレス電話の技術的条件として、

現行の周波数配置と見直し後の周波数配置、重要なものを示したものです。ｓＰＨＳ方

式に変わりｓＸＧＰ方式を導入すること、ＤＥＣＴ方式についてはＦ６の周波数が新た

に追加されたこと、それから周波数共用を図るために、自営ＰＨＳ方式に新しい制御チ

ャネル、３５、３７を追加していることが書いてあります。 

 １５ページですけれども、これは高度化に関する主な技術的条件をまとめたものです。 

 １６ページ、これは今後の課題について２つ挙げています。１つ目は、ＮＢ－ＩｏＴ

などの標準化についてですが、現在の３ＧＰＰの標準規格ではＦＤＤ方式なのですけれ

ども、今後、ＴＤＤ方式による標準化の検討が行われる可能性があります。その場合に

は、必要に応じて検討を行うこととしています。 

 ２つ目は、ＬＴＥのシステムですので、無線通信のほうに関係していきます。ＩＭＳ

Ｉという電気通信事業法で管理されている国際的な識別番号ですけれども、この管理を

行わなくてはいけないということで、そのための制度の整備に当たっては、ＩＭＳＩの

管理、運用方法を整理していく検討が必要であると記載しております。 

 １７ページ以降は委員の名簿等を挙げてあります。 

 以上で無線局の高度化に係る技術的条件、ご報告いたします。以上です。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見やご質問等ございませんでしょうか。よろし

いですか。 

 そうしましたら、本件につきましては答申案、資料１２５－４－３のとおり一部答申

したいと思います。ご異存ないでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○西尾分科会長  それでは、案のとおり答申させていただきます。 

 

 ⑤「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「９２０ＭＨｚ帯小

電力無線システムの高度化に係る技術的条件」について 

【平成１４年９月３０日付け諮問第２００９号】 

 

○西尾分科会長  次に、諮問第２００９号「小電力の無線システムの高度化に必要な技

術的条件」のうち「９２０ＭＨｚ帯小電力無線システムの高度化に係る技術的条件」に

ついて、陸上無線通信委員会主査の安藤委員からご説明をお願いいたします。 

○安藤委員  今度は９２０MHz、いわゆるＲＦＩＤのタグというものに関係した内容のご

報告です。資料１２５－５－１、概要についてご説明をいたします。 

 本件は、昨年の１１月１０日に開催の陸上無線通信委員会で検討を開始しました。９

２０ＭＨｚ帯電子タグシステムの作業班を設置しまして、４回の作業班で検討を行った

ものです。 

 １ページ目に検討の背景が示してあります。９２０MHzの小電力の無線システムは、周

波数再編によって９５０MHzから移行した形で平成２３年に制度化されたものです。主な

利用としては、移動体の識別、いわゆるＲＦＩＤや、スマートメーターなどとして広く

利用されています。近年では、低速な通信利用のニーズも拡大しています。低速なとい

うのは、非常に情報量は少ないけれども、長い距離を飛ばすようなサービスが求められ

ているということです。特に９２０MHz帯については、国際的にも比較的に周波数の調和

が図られた周波数帯であることから、さまざまな無線システムの導入や開発が積極的に

進められています。こういう背景で高度化について検討を行いました。 

 主な検討項目は次の２つです。１点目としては、周波数の使用方法の見直しです。さ

まざまな無線システムが周波数を共用するということで、今、１００kHz、２００kHz 

というチャネルの単位を用いて利用されています。搬送波の周波数が単位チャネル内に

おさまるように、例えば周波数の許容偏差等が規定されています。近年、低速通信ニー

ズの需要が広がり、圧倒的に狭帯域な小さなデータの通信が使われようとしています。

制度整備を行った当初はそこまでは想定していなかったのですが、ものすごく細かい使

い方をすることが増えてきたので、これに対応したルールを使わないと周波数有効利用

につながらないということで、今回の検討があります。現行の規定では、ここで一番の
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肝でありますのは、周波数の許容偏差の規定が昔決めた大きな単位チャネルの中心周波

数からどれだけずれるという規定になっていましたので、せっかく狭くしても、その近

くで使うという形になってしまって、もともと単位チャネル全体を使うような、それを

たくさんのあれで使うようなことはできませんでした。それを可能にすることを議論し

たわけです。 

 ２つ目の検討項目は、通信方式や機器の小型化など、多様化する通信ニーズを、利用

ニーズを踏まえて利便性を上げましょうということで、先ほどの答申にも行いましたけ

れども、電波の形式とか、送信時間の制限とか、空中線利得等の技術基準を見直すとい

うことになっています。この２つを目的に議論を進めました。 

 ２ページ目をごらんください。この周波数の小電力無線システムの利用概要として、

周波数の配置とチャネルのプランを示したものです。この小電力無線システムは、９１

５MHzから９３０MHzの周波数帯にＲＦＩＤと記載しています。この周波数をどのように

使うかという議論になります。その下に具体的なチャネルプランの図が示されています。

上側がパッシブ系と呼ばれる、例えば物流管理などで電子タグシステム、外から電波を

当てて、その音を見るような使い方、下側にはアクティブ系と呼ばれる、例えばスマー

トメーターやセンサーネットワーク等の小電力の無線システムがそれぞれの周波数を共

用しながら今、利用されています。 

 左下のほうには利用のイメージを示していますが、構内無線局及び簡易無線局は免許

または登録を必要とする無線局です。それに対して、空中線電力が低いもの、２０ｍＷ

以下のものは、特定小電力の無線局として免許を要しない無線局に分類されています。

チャネルプランの図に示されております周波数のブロックが単位チャネルを示しており、

これは２００kHzまたは１００kHzが単位になっていますので、これより小さいものを有

効に使うという話は不向きなわけです。 

 右下の表は免許登録局の無線局の数、免許不要局の各年度の出荷台数を示しています。

制度化以降、局数は順調に増えています。 

 ３ページ目、新たな利用ニーズが書いてあります。近年、ＩｏＴ社会の実現に向けて、

ローパワーでワイドエリアをカバーする無線システム、ＬＰＷＡと呼ぶのですけれども、

そういうニーズが高まってきています。９２０MHz帯を使用する代表的なＬＰＷＡのシス

テムとしては、ＳＩＧＦＯＸと呼ばれるものとか、ＬｏＲａと呼ばれる通信方式があり

ます。主な無線システムの諸元は表に示しています。これらのシステムは、速度は遅い、
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情報量は少ないのですが、２０ｍＷで数ｋｍから数十ｋｍ飛ぶような通信範囲をカバー

するシステムになっていまして、諸外国でもいろいろな用途で利用が増えています。特

にＳＩＧＦＯＸというのは、使用周波数の幅が１００Hz、単位チャネルと単位が違いま

す。１００Hzですから、非常に細かい、現行の２００kHzの単位チャネルの幅に比べて、

無視できるほど狭い周波数の幅で使うものです。この狭さを有効に使った使い方を実現

するようなことをしなければならないというのが今回の検討の肝になっています。もう

一つのＬｏＲａ方式というのは周波数拡散を行うものですので、使用周波数の幅は従来

のものとほとんど変わりませんので、特別議論する必要はないと思います。 

 ４ページ目をごらんください。今般の技術的条件の見直し項目と、その対象システム

を一覧にまとめて、具体的には５ページ以降に技術基準の見直しの検討をまとめており

ます。 

 ５ページ目をごらんください。狭帯域の周波数の使用方法の見直しが書いてあります。

現行基準は、周波数の許容偏差がプラスマイナス２０ｐｐｍと規定されているのですけ

れども、搬送波周波数の中心周波数からということで限定しています。今回、ＳＩＧＦ

ＯＸのように１００Hzといったきわめて狭帯域の搬送波周波数を利用する無線システム

においても、単位チャネルの中心周波数の付近でしか実際使うことができません。これ

では狭い帯域で多くの人が分けて使うということはできませんので、単位チャネル内の

周波数利用効率は上がらないということになってしまいます。狭帯域の周波数の使用方

法のイメージについては、下の図に示していますが、同一の単位チャネル内において、

端末ごとに搬送波の周波数をずらして利用する。たった１００Hzですから、いろいろな

ことにずれることができます。従来の時間軸上での共用だけではなくて、周波数軸上で

も共用を図ることができます。より周波数の利用効率が向上します。これを柔軟に利用

できるような周波数の使用方法を見直す必要がありました。 

 ６ページ目をごらんください。引き続き、狭帯域の使用方法の見直しですけれども、

案が２つあります。１つは、単位チャネルの幅そのものを細かいものに変えてしまおう

という話があります。案の②としては、その現行の１００ｋｍ、２００ｋｍの単位チャ

ネルの幅は指定周波数として、単位チャネルの幅の中に搬送波周波数の占有周波数帯幅

はおさめる。これは守っていただきますが、その上で、周波数の許容偏差を柔軟な設定

をするような方法が考えられます。結論から言いますと、案の②を使うということが有

利だという結論になっています。案の①のほうは、これからまた新しい幅の違うものが
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出てきたときに、その都度考えなくちゃいけない、複数のチャネルを使うとかしなけれ

ばならないのですけれども、そういう方法はとらないで、案の②を考えました。 

 案の②では、現行の単位チャネル幅の管理を維持して指定周波数帯とする。単位チャ

ネル内において、さまざまな搬送波の占有周波数帯幅に応じて周波数の許容偏差を柔軟

に設定できる。実際には、図のほうには設定しないということも書いてありますが、狭

帯域の周波数利用においては、単位チャネル内で柔軟な配置が可能となります。全体の

単位チャネルの幅は管理していますので、ほかの無線システムへの影響は変わらないこ

とになります。今回はそういうふうな方向で議論を進めました。 

 既存の無線システムと周波数は共用していますので、キャリアセンスは単位チャネル

幅を基準としています。隣接チャネルの漏えい電力や不要発射の強度については、現行

の基準を使っていますので、変わることはないと考えています。 

 ７ページ目をごらんください。電波の型式の見直しについて書いています。パッシブ

系の電子タグのシステムですけれども、現行の基準では、９種類の電波の型式の利用が

規定されています。近年、このほかにも電波の型式としてＰ０Ｎ及びＱ０Ｎという追加

の要望がありました。こういうふうなものが次々と出てくるわけですけれども、９２０M

Hz帯で移動体識別用として用途が限定されていることを考えますと、今後こういうもの

に対応して、一々それを加えていくというよりも、電波の形式を規定しないことにする

ほうがいいであろうということで、そういうふうな報告になっております。 

 ８ページ目をごらんください。送信時間制限の見直しについて記載しています。アク

ティブ系小電力無線局については、現行の基準では（２）に示していますが、出力の小

さいものと中出力のものとで分けて送信時間の制限を設けています。低出力のものは近

距離通信の安価な無線システムを考えておりましたので、送信電力や送信時間を制限す

ることで、そのかわり、キャリアセンスはしなくてよいというものになっていました。

ところが、逆にキャリアセンスをしてでも送信時間をもっと長くしたいという要求も出

てきましたので、それが可能な形に今回は制限を緩めています。キャリアセンスをすれ

ば、出力にかかわらず、時間は少し長く使える格好になります。こういうふうな変更を

しております。空中線電力が１ｍＷ以下のものに対して、そういうふうなことが全部で

きるような形になります。 

 ９ページ目をごらんください。低利得アンテナを用いたときに空中線電力の見直しを

行うということについて書いてあります。ハンディータイプのリーダーライタやウェア
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ラブル端末機器など、機器が小型化になりますと、アンテナの性能が落ちてきます。こ

ういうふうなものを使ったときに、その分を補うようなことについて議論があります。

小型機器は搭載のスペースが限られていますので、一般に空中線の性能が落ちてきます。

利得が下がってきます。そして、通信距離が確保できないということができてきますの

で、下のほうの図は空中線利得と空中線電力の関係について、２０ｍＷ以下の中出力の

アクティブ系小電力無線システムを例に示したものです。現行の基準では、その機器か

ら外に飛び出す電波の強さを規定するという考えで、基準の空中線利得３ｄＢｉという

もの、それから空中線電力２０ｍＷというものを考えて、この２つから計算されるＥＩ

ＲＰといいますけれども、等価等方輻射電力、１６ｄＢｍというものを上限として、も

しも空中線電力が低い場合には、アンテナをよりいいものを使ってもいいという規定に

従来はなっていました。外に飛んでいく電界の強さは同じです。今般、要望がありまし

て、見直し案では、アンテナを一体化する等、容易にアンテナを取り外せない構造の無

線設備を前提にして、右の図に示す黄色の部分になりますが、基準の等価等方輻射電力

は変えないで上限値としますが、空中線の性能が基準値より低下した分には、空中線電

力を増加することを許容するというものです。この場合、基準とするＥＩＲＰ、等価等

方輻射電力は現行の基準と同じものなので、ほかへの影響というものは変わらないこと

になります。なお、許容する空中線電力の上限値については、アンテナ一体型における

空中線利得の実態を踏まえて、上限を設けるのはいいだろうと。アクティブでは２５０

ｍＷ、パッシブでは５００ｍＷとすることが適当としております。 

 １０ページ目をごらんください。先ほどの続きですけれども、利得の低い、性能の悪

いアンテナを使用したときには空中線電力を増やすということの検討の続きですが、そ

ういう場合には、出すときの話を先ほどしましたが、キャリアセンスをするとき、ほか

の電波が出ているものをセンスするときには、やはり受信の特性も悪くなっているもの

ですから、見逃すことが考えられます。そういうことをなくするために、今言った電力

を増やして送信の特性を維持するような場合には、その分だけ、より感度のいいキャリ

アセンスをしなければならないということで、そのような基準のキャリアセンスレベル

より低いレベルのキャリアセンスをするべきだということを書いています。 

 １１ページ目をごらんください。これらのキャリアセンスレベルをまとめたものを示

しています。また、そのほかとして、電気通信回線に接続することを想定しますと、識

別符号の符号長を、今般のＳＩＧＦＯＸやＬｏＲａ方式の参入により、当該規格値を踏
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まえて、現行４８ｂｉｔであるものを３２ｂｉｔ以上へと見直すことが適当としており

ます。 

 １２ページから１４ページまでは、これまでの説明を技術基準の変更点ということで

まとめたものです。 

 今後の検討課題、１５ページに書いてあります。１点目は、先ほどのアクティブ系小

電力無線システムの送信時間の制限の見直しについてです。近年、いろいろなアクティ

ブ系小電力無線システムの導入が進んでいます。スター型や中継型のようなネットワー

クを構成するもの、マルチホップ通信、音声データの連続送信などが必要な無線システ

ムについては、現行基準の送信時間制限のもとでも利用可能ですけれども、今後またさ

まざまな利用形態を考えた場合、より利便性を上げるために、送信時間制限、特にデュ

ーティ比について見直すべきという要望が実は上げられています。このため、さらなる

利用ニーズを精査して、これはまた難しいところですけれども、普及予測をしなければ

いけないのですけれども、普及予測やほかの無線システムへの影響を確認した上で、送

信時間の制限の見直しについて検討を進めていくこととしています。 

 ２点目は、パッシブ系の電子タグシステムの使用環境の多様化への対応についてです。

高出力のパッシブタグシステムは、現在は構内無線局ということで、屋外では使わない

格好になっています。工場などの構内だけで使用できるということになっています。一

方、諸外国では、これを屋外でも使用するという例が出てきています。このような使用

環境の多様化への対応も、ほかの無線システムへの影響を確認した上ですけれども、可

能性を検討していく必要があります。 

 ３点目、このような小電力無線システムも、最近ですと、いろいろな電気通信サービ

スへ対応すべきという場面が出てきています。ＩｏＴ社会では、多種多様なネットワー

ク構成による電気通信サービスの提供も想定されていますので、これまでのように自営

系の無線システムの利用だけではなくて、このような利用形態も視野に入れた制度の整

備が必要ということです。 

 １６、１７ページには委員会の構成、作業班の検討状況等をまとめております。 

 以上でご報告を終わります。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご意見やご質問はございますでしょうか。よろしいで

すか。 
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 それでは、相田委員、それから三瓶委員、どうぞ。 

○相田分科会長代理  最後の課題のところですが、これは課題として引き継ぐというこ

とで、継続検討ということではないのですね。一旦、この答申は閉じるとでしょうか。 

○安藤委員  備えておくというようなつもりで、継続検討というか、多分そのようなも

のが出てくるでしょうから、しなければならない場面になるんじゃないかということを

書いたものです。 

○相田分科会長代理  ありがとうございました。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 では、三瓶委員、どうぞ。 

○三瓶委員  用語のことなのですが、搬送波周波数ということでこの資料は書かれてい

るのですが、情報通信関係の学会である電子情報通信学会では搬送周波数と用語辞典で

出ていまして、もう一つは、総務省が今までどう書いていたかは確認していないのです

が、以前、搬送周波数と書いてあるのを見たような気がするだけなのですけれども、い

ずれにしても、用語としては今までの総務省のいろいろな文章の関係で統一されるのが

いいのかなと思いますので、ご確認していただければと思います。 

○安藤委員  わかりました。私も個人的には、言われてみると、確かに搬送周波数とい

う言い方のほうが多いですね。それでは、確認をさせていただきます。 

○三瓶委員  そうですね。最近、論文なんかは用語チェックをしないので、ごっちゃに

なっていますけれども、もともとはそうなので。 

○安藤委員  わかりました。ありがとうございます。 

○西尾分科会長  貴重なコメント、ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 いわゆるＩｏＴやＩｏＥを実現するためには、タグ情報はそのベースになっていきま

す。相田委員がおっしゃいましたように、今後、関連技術が継続的に発展していく中で、

また見直し等が必要になってくるのではないか、と思います。 

○安藤委員  そうですね。これからの主役になる可能性がありますね。いろいろなもの

にこういうものがついて、しかも、少ない情報が無数のものから出てくるような状況を

うまく拾う必要があるのではないかと思ってはいます。 

○西尾分科会長  本件につきましては、答申案、資料１２５－５－３のとおり一部答申

したいと思いますが、ご異存等ございませんでしょうか。よろしいですか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○西尾分科会長  それでは、案のとおり答申することといたします。ありがとうござい

ました。 

 

 ⑥「ＩＴＳ無線システムの技術的条件」のうち「７００ＭＨｚ帯高度道路交通システ

ムの高度化に関する技術的条件」について 

【平成２１年７月２８日付け諮問第２０２９号】 

 

○西尾分科会長  次に、諮問第２０２９号「ＩＴＳ無線システムの技術的条件」のうち

「７００ＭＨｚ帯高度道路交通システムの高度化に関する技術的条件」について、陸上

無線通信委員会主査の安藤委員からご説明をお願いいたします。これで多分最後だと思

います。 

○安藤委員  最後です。ご報告します。 

 昨年１０月より陸上無線通信委員会において検討を進めてきました７００ＭＨｚ帯高

度道路交通システムの高度化について、資料１２５－６－１と６－２ですけれども、概

要版のほうで説明させていただきます。 

 １ページ目をごらんください。その前に、７００MHzのいわゆるＩＴＳに使うこの周波

数は、わりと日本が世界に提案している珍しい、珍しいと言うと失礼ですけれども、そ

のようなものです。国際的な動きを見て、それに対して準備をしていくというものより

は、どちらかというと、この周波数帯を使ってこういうことをやるということは日本が

提案しているという背景がまずあります。その上で、ご説明させていただきます。 

 ７００MHz帯の高度道路交通システムは、平成２１年にＩＴＳ無線システムの技術的条

件に対して諮問の２０２９号がありまして、これに対して２３年に一部答申、制度化が

なされまして、平成２７年からは商用化が始まっています。特に昨今では、安全運転支

援システムの普及や自動走行の実現に関する動きが急速に進んでいます。ＩＣＴを最大

限活用することに対する期待が高まっています。こうした状況の中で、民間企業等から

の要望を踏まえまして、基地局間通信、ここでは路路間通信と呼びますけれども、その

導入による路車間サービスのさらなる高度化等に向けて技術的検討を進めてきたところ

です。いわゆる道路に置いた設備と自動車との通信、自動車と自動車との通信、これは

既に導入されているのですけれども、今回の議論は、路と路、具体的に言うと、少し離
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れた信号機と信号機が通信をするということを今回議論するという内容です。 

 その絵にありますように、具体的な例が書いてありますけれども、①として、緊急車

両接近情報の広域的な提供、信号情報の広域な提供、ＩＴＳインフラの強靱化などに寄

与する路路間通信の導入について検討してきたものです。７００MHzという周波数はわり

と低い周波数で、遠くまで飛ぶ電波です。あるいは陰まで電波がわりと回り込むという

ものを使って、いろいろなサービスを充実させていこうというのがこの背景にあります。 

 ２ページ目をごらんください。現在、７００MHz帯の高度道路交通システムは、１つの

周波数を時間軸上でスロットを設けて、これを分割することで路車間、道路と車の通信

と、車車間通信で共用しています。このうち、路車間通信で利用できる無線資源の一部

を今回、路路間、信号と信号の間の通信にも使っても問題ないかを中心に検討してきま

した。 

 ３ページ目には、本システムの現在提供されているサービスの利用イメージが示して

あります。 

 続いて、４ページ目をごらんください。中段の基本的な考え方に書いてありますとお

り、今回の検討は、従来の車車間、路車間、こっちがやはり優先です。これに影響を与

えないという条件で、路路間を入れられるかどうかを議論したものです。この議論の頭

に優先順位をまず明確にして議論を行いました。シミュレーションをいろいろ実施しま

した。 

 下段の他の無線システムとの共存に関する検討に関しては、基本的には現行システム

の基地局による与干渉として想定している範囲内におさまるものですから、改めての検

討は行っておりません。 

 ５ページ目をごらんください。路車間通信、車車間通信及び路路間通信の通信成立性

について、路側機の具体的な配置やどういうサービスを提供するかという条件を変えて、

９つのパターンのシミュレーションを行った結果が表にまとめられています。この中で、

下の欄の①から⑤の要件を満たすことから、現在、路車間通信に用いられている通信ス

ロット内の一部を路路間通信に使用した場合には、路車間通信と路路間通信の共存は可

能である。車車間サービスも使いにくくなることがないことが確認できました。 

 これを受けて、資料の６ページと７ページに示してありますが、基本的には、現行の

基地局の技術的条件をほぼそのまま使う形で、路路間通信の技術的要件を整理していま

す。現行の基地局の技術要件との差異が２カ所あります。１つ目は、６ページ目の下か
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ら３番目のところで、信号の伝送速度は１０Ｍｂｉｔ／ｓ以上であることとしています。

現行の基地局では５Ｍｂｉｔ／ｓ以上となっております。これを現状の路車間通信シス

テムは、実質１０Ｍｂｉｔ／ｓ以上で動いていることを考えまして、そういう値を採用

しています。 

 ２つ目は、７ページ目の③、制御装置の送信時間制御機能のところです。送信時間を

任意の１００ｍｓのうちの１０.５ｍｓ以下としているところ、これについては、路車間

通信と路路間通信の通算の送信時間であることを明記しています。この２つのところが

重要なところです。 

 技術的要件としては以上でありますが、先に説明させていただきましたように、車車

間通信と路車間通信のサービスを最優先に確保するというポリシーで議論しました。報

告書の本体には、今後の運用方法について、路車間通信システム運用に当たっての具体

的なルールについてガイドライン等の策定を推奨するとともに、自動走行への対応など、

今後のＩＴＳを取り巻く状況の変化に応じて適切に見直しつつ運用すべきであることを

明記しています。また、かなり厳しい通信条件を設定した場合には、車車間通信に影響

を及ぼす可能性がゼロとは言えません。将来的に、路側機の設置密度、どのぐらいの距

離にあるかとか、どのぐらいの数がということも含めて、普及度がすごく上がってきた

場合は、車載機の普及の状況、これは場所によっても状況が変わりますけれども、この

ガイドライン等を適宜見直すべきと。このシステムそのものが急速に普及していますの

で、今、全て先読みして厳しく決めるということもしないで、柔軟に見直しを続けてい

くという姿勢を書いています。 

 以上で、簡単ではありますけれども、７００ＭＨｚ帯高度道路交通システムの高度化、

路路間通信を入れることができるという技術的条件の説明を終わります。 

 以上です。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見やご質問ございませんでしょうか。 

 それでは、本件は答申案、資料１２５－６－３のとおり一部答申したいと思いますが、

いかがでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西尾分科会長  それでは、案のとおり答申することといたします。 

 なお、本日は、伊丹主査のもとで、放送システム委員会に関しまして、諮問に関する



32 

 

１件の答申をいただきました。また、安藤主査のもとでの衛星通信システム委員会、さ

らには陸上無線通信委員会におきまして、合計６件の答申をいただきました。この答申

に至るまで、多くの時間を割いていただき、熱心な討論をいただいたことに関して、心

よりお礼申し上げます。誠にありがとうございました。 

 それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の対応についてご

説明を伺えるということですので、よろしくお願いいたします。 

○富永総合通信基盤局長  総合通信基盤局長の富永でございます。 

 本日は、１.６ＧＨｚ帯／２.４ＧＨｚ帯を用いた移動衛星通信システムの技術研究条

件、Ｋａ帯を用いた移動体向けブロードバンド衛星通信システムの技術的条件、デジタ

ルコードレス電話の無線局の高度化に係る技術的条件、９２０ＭＨｚ帯小電力無線シス

テムの高度化に係る技術的条件及び７００ＭＨｚ帯高度道路交通システムの高度化に関

する技術的条件の計５件につきまして、ご答申をいただきましてありがとうございまし

た。 

 １.６ＧＨｚ帯／２.４ＧＨｚ帯の移動衛星通信システム、それからＫａ帯ブロードバ

ンド衛星通信システムの技術的条件につきましては、これらのシステムがグローバルに

普及しつつある中、諸外国と調和がとれ、また、今後の技術の進展にも柔軟に対応でき

るよう、技術的条件を取りまとめていただきました。これらのシステムが導入されるこ

とにより、災害時における通信の確保ですとか、海上、上空、離島等のデジタルデバイ

ドの解消につながるものと期待しております。 

 それから、デジタルコードレス電話の無線局につきましては、利用者ニーズの多様化

ですとか需要の増大を受けて、ＰＨＳ方式の後継システムとして新たにＬＴＥ方式を導

入することや、既存のＤＥＣＴ方式の周波数を追加することなど、技術的条件について

取りまとめていただきました。 

 また、９２０ＭＨｚ帯小電力無線システムにつきましては、ＩｏＴ社会の到来に当た

って、さまざまな通信利用ニーズにより柔軟に対応できるＬＰＷＡなどのシステムを導

入するため、狭帯域周波数の利用ですとか、機器の小型化に対応した技術的条件の緩和

について取りまとめていただきました。これらの技術が導入されることにより、さらな

る周波数の有効利用が促進されるとともに、電波利用のさらなる普及ですとか、国民生

活の利便性の向上につながることを期待しております。 

 それから、最後に、７００ＭＨｚ帯高度道路交通システムにつきましては、昨今の安
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全運転支援システムの普及ですとか、自動走行の実現に向けた動きが非常に急速に進展

する中、路路間通信の導入のための技術的条件ということで取りまとめていただきまし

た。この技術が導入されることにより、緊急車両接近情報、信号情報などの広域提供に

よるサービスの充実、ＩＴＳインフラのさらなる強靱化が図られることを期待しており

ます。 

 総務省といたしましては、本日の答申を受けまして、関係省令の改正等の必要な手続

に速やかに着手してまいります。本日の５件の答申案をおまとめいただきました安藤委

員、関係委員会作業班の構成員の皆様には、改めまして厚く御礼申し上げます。今後と

も、情報通信行政に対しまして、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

どうもありがとうございました。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 改めて、伊丹主査、安藤主査、今、今後のことに関しまして力強いお言葉をいただき

ました富永局長、どうもありがとうございました。 

 

（２）報告事項 

ＩｏＴ時代の無線通信システムの検討状況 

 

○西尾分科会長  それでは、最後となりますが、報告事項に移ります。 

 ＩｏＴ時代の無線通信システムの検討状況について、新世代モバイル通信システム委

員会主査代理の三瓶委員からご説明をお願いいたします。 

○三瓶委員  新世代モバイル通信システム委員会の主査代理を務めております

三瓶でございます。当委員会では、昨年１０月の新世代モバイル通信システム

の技術的条件に関する諮問を受け、５Ｇ導入に向けた検討を行っております。

具体的には、５Ｇのネットワーク構成、サービスイメージ、５Ｇ用周波数など、

５Ｇの基本コンセプトに関する検討と、低消費電力、ワイドエリアを実現する

ための携帯電話で使われているＬＴＥ技術をベースとしましたＩｏＴ時代の無

線技術に関する検討という２つの検討を行っております。 

 本日、陸上無線通信委員会からＬＰＷＡの一種であるＳＩＧＦＯＸやＬｏＲ

ａの活用が見込まれる、免許不要でも利用可能な９２０MHz帯を活用する小電力

無線システムの高度化に関する技術的条件についてご報告がありましたので、
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この機会に新世代モバイル通信システム委員会で検討を行っている、携帯電話

で使われているＬＴＥ技術をベースとしたＩｏＴに関する検討状況につきまし

て、ご報告させていただきたいと思います。 

 では、１ページ目をごらんください。まず、検討の背景でございますけれど

も、あらゆるものがインターネットにつながるＩｏＴ時代の本格的到来が予測

されており、２０２０年には３００億台以上のＩｏＴデバイスが登場すると予

測されております。ＩｏＴ時代には、従来よりも低消費電力、広いカバーエリ

アを可能とするＬＰＷＡの実現が期待されており、ＬｏＲａ、ＳＩＧＦＯＸの

ほかにも、携帯電話で使われているＬＴＥ技術をベースとしたｅＭＴＣ、ＮＢ

－ＩｏＴなどのシステムが提案されております。 

 次のページをお願いいたします。この表は、ＳＩＧＦＯＸ、ＬｏＲａ、ｅＭ

ＴＣ、ＮＢ－ＩｏＴの無線システムの諸元をまとめたものでございます。ＳＩ

ＧＦＯＸ、ＬｏＲａの活用が見込まれている９２０MHz帯の高度化につきまして

は、先ほどの陸上無線通信委員会において検討が行われ、本日、答申が行われ

たところでございます。端的に言いますと、ＳＩＧＦＯＸ、ＬｏＲａというの

はＲＦＩＤの技術からセンシングということを志向したものだという位置づけ

になります。一方、携帯電話で使われておりますＬＴＥをベースとしたＬＰＷ

ＡであるｅＭＴＣとＮＢ－ＩｏＴにつきましては、携帯電話を基盤として、特

にｅＭＴＣというのはマシンタイプコミュニケーションを志向したもの、ＮＢ

－ＩｏＴはセンシングなどを志向したものでございますけれども、これらにつ

きましてはＬＴＥをベースとしているということで、新世代モバイル通信シス

テム委員会で検討を行っております。携帯電話用の周波数帯を用いる技術であ

り、既存の携帯電話ネットワークを活用するということで、迅速なカバーエリ

アの構築が可能である点が特徴となっております。ｅＭＴＣ及びＮＢ－ＩｏＴ

技術使用につきまして調査を行った上で、狭帯域化など対応する技術的条件の

見直しや他の無線システムとの共用検討などを現在行っております。 

 次のページをお願いいたします。この図は国際標準化動向についてご説明し

ているものであります。ｅＭＴＣ及びＮＢ－ＩｏＴは、第３世代移動通信シス

テムなど携帯電話システムの仕様を策定することを目的として設立されました

３ＧＰＰという団体におきまして検討が進められております。ｅＭＴＣ、ＮＢ
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－ＩｏＴの仕様は、昨年６月に公開された３ＧＰＰのリリース１３で固められ

たところでございます。ｅＭＴＣ、ＮＢ－ＩｏＴと従来のＬＴＥ－Ａｄｖａｎ

ｃｅとの比較をこの表の下半分に記載しております。特にｅＭＴＣ、ＮＢ－Ｉ

ｏＴの中で重要なポイントとしましては、バッテリー寿命が１０年以上、カバ

レッジが拡張できること、コストを削減するための技術が特に従来のＬＴＥと

異なっている特徴となっております。ｅＭＴＣは比較的速度が求められるサー

ビスでの利用が想定された技術であるのに対して、ＮＢ－ＩｏＴは帯域を絞っ

てカバレッジの拡張というところを特に重視して開発された技術となっており

ます。 

 次のページをごらんください。このスライドは、低消費電力、それから、ワ

イドエリアなどを実現するｅＭＴＣ、ＮＢ－ＩｏＴの主要技術をまとめたもの

でございます。特に同一信号を繰り返し送信することによりまして、通信品質

の向上でありますとか、カバレッジの拡張を実現しているという意味で、この

技術は繰り返し送信技術とネーミングされておりますが、これが１つ。それか

ら、低消費電力を実現するために、省電力モードというモードを追加しており

ます。それからもう一つは、受信間隔を拡張する。これはスリープする時間を

長くするという意味での受信間隔の拡張が検討されております。 

 次のページをごらんください。最後に今後のスケジュールについてご説明さ

せていただきます。ｅＭＴＣ及びＮＢ－ＩｏＴ導入に関する技術的条件につき

ましては、先日、委員会報告案を取りまとめ、３月１８日から意見募集を開始

したところでございます。今後、意見募集の結果を踏まえて、５月上旬までに

委員会報告を取りまとめ、その後、情報通信技術分科会でのご審議をお願いで

きればと考えております。 

 報告は以上となります。 

○西尾分科会長  三瓶委員、どうもありがとうございました。 

 今日の答申いただいた内容と非常に関連する事項でございますので、現在、パブリッ

クコメントを実施中であり、また、５月上旬ごろまでに委員会の報告を取りまとめられ

る予定ということで、現況の状況等についてご説明をいただいたところです。何かご意

見とかご質問ございませんでしょうか。 

 安藤委員、どうぞ。 
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○安藤委員  私のほうで、逆に今後の検討としたところがたくさん含まれているので、

私個人的に非常におもしろかったのは、２.９１時間も間をあけるということは、時計以

外はほとんど動いていないような状況になるんですね。 

○三瓶委員  そうですね。 

○安藤委員  そういう状況で、ずっと長い期間、メンテもしないで動いてほしいという

ものがたくさん増えてくる、そういうものもあると。 

○三瓶委員  センシングの中に、例えば１時間置きにデータを送ればいいとか、今の電

力でも３０分に１回です。長くする必要があるかどうかは別として、１時間オーダーと

いうのは現行でも存在しているので、それで送信しないときは電力をセービングすると

いうことを実現するために、このモードを入れたということだと思います。 

○安藤委員  わかりました。そうすると、ほんとうにずっと何も変えないで動き続ける

と。 

○三瓶委員  それで立ち上がってから同期とかは必要になると思いますけれども、電力

的にはかなりセービングできると思います。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 伊丹委員、どうぞ。 

○伊丹委員  カバレッジを上げることが行われていますけれども、最大２０ｄBとか上が

っていますけれども、そうなると、従来のセルよりももっとはみ出したところまで届く

形ですね。その辺の制御はまた細かい方法が……。 

○三瓶委員  要は、半径として１０ｋｍくらいを想定しているんですね。というのは、

特にセンシングが必要な部分というのは、橋とか構造物、農地であるとかというところ

で、今まではセルラーというか、人が密集しているところを重点的にサポートしていた

のに対して、逆に人がいないところがこういう対象になるというので、カバレッジが広

いというのが非常に重要な要素になってくるというのと、もう一つは、建物内の進入ロ

スというのも想定しているようで、それをカバーするために、１０ｄB、２０ｄB、拡張

したいということだと思います。 

○伊丹委員  頻度は非常に少ない通信になると思うので、他のセルとの干渉とか、そう

いうのはまた……。 

○三瓶委員  他のセルとの干渉は、これはセルラーシステムなので、もともと周波数管

理はやっている中で、どこかの周波数をこれに運用するだけなので、今までどおりとい
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うのが考え方だと思います。 

○伊丹委員  わかりました。どうもありがとうございます。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。どうぞ。 

○江村委員  このｅＭＴＣとＮＢ－ＩｏＴって３ＧＰＰで議論が進められていると認識

しているのですけれども、それと新世代モバイル通信システム委員会の検討の位置関係

というか、この結果をどういう形で……。 

○三瓶委員  これはセルラーと同じように、３ＧＰＰで決まったものを日本の国内法に

対してフィッテングするという位置づけだと思います。ですから、一応は６月にスペッ

クは固定されましたので、それを実際に日本の基準として取り入れていくという形だと

思います。 

○江村委員  ありがとうございます。 

○西尾分科会長  ほかに何かございませんでしょうか。 

 村山委員、知野委員、上條委員、本日全体通じてのことでも何でもよろしいですが、

何かご意見ございませんでしょうか。 

○村山委員  安藤委員の一番最初の資料126－２－１でしたか、ドローンの話が出てきた

ところで、伊丹委員からご質問があって、レスキューに使わないのかと。災害のタイム

ラインがあったときに、５日目ぐらいから情報収集に使うというような図があったので

すけれども、メガ災害なんかの場合は、ああいう技術は多分、いろいろなところで必要

になるかと思うのですね。その場合、ドローンが使える機会が、災害のときは使えるけ

れども、平常時はあまり都会で使わないのか、そういうお話があったと思うのですけれ

ども、そういたしますと、年１回、訓練のときだけ使ったことがある人が、有事の際に

何かレスキューで使わないといけないというときは、フルにはその機能を使えないので

はないか。そうすると、災害のときに使うシステムというのは、できれば通常のいろい

ろなときに使っていて慣れていて、不慣れなシステムは有事の際になかなか使いにくい

んですね。だから、そういうことも今後配慮した内容になると、将来的にはいいのかな

と思いました。 

 以上、意見です。 

○安藤委員  私も非常にそう思います。非常階段もほんとうは普段から使っていないと、

あり場所もわからない状況ですから。ただし、電波的にいうと、ある意味で免許でしっ
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かり守って、プロが使えるようにするようなものと、今はほんとうにＷｉＦｉという格

好で、ただし、人が密集しているところでは危ないから使ってはいけないとかいういろ

いろなルールもあわせて、航空法のあれとかやって、その２つを使い分けています。と

にかく使いたいというニーズはものすごい勢いで増えてきていますし、実はこれは電波

法とは少し違うのでしょうけれども、ドローンなんかでも物を持って運ぶ、薬とかをあ

そこに運びたいということも、今、私が聞いた範囲では、ルールで簡単にはできないそ

うです。だから、電波だけではなくて、そういうのも含めて本気で考えるに値するぐら

いの技術になってきたということは確かなので、それはもちろん総合的に使いやすくし

ていかなければいけない、それは全く同感です。今日はその１つの側面だけをお話しし

た格好になりました。 

○西尾分科会長  村山委員、貴重なご意見ありがとうございました。 

 ほか、ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 知野委員、どうぞ。 

○知野委員  ありがとうございます。今、ＩｏＴを、マスコミもとても報道しています

けれども、いざ実際にやるとなると、とてもいろいろなことを調整しなければならない

のだということがよくわかりました。 

 それで、もっと一般の人も知ったほうがいいなと思うような点が幾つかあって、その

ためには、専門用語だけじゃなく、かみ砕いて説明していくことが必要だと思いました。

例えば今回、交通システムでも、「車車間」とか、、まず頭の中では片仮名が浮かびまし

たが、どういう漢字なのだろうと、資料を見ればわかるのですけれども、そういう点で

は取っつきにくいように感じます。それを理解して聞いてみると、非常に興味深い内容

なので、これからそういう視点がもっと必要になるかなと思って伺いました。 

○安藤委員  それについても実は、ＩｏＴとか何かと言っている背景にネットワークと

いうのがあるのですね。これは三瓶先生が専門なのですけれども、つながって当たり前

という上の話が今、すごい勢いで盛り上がっていますけれども、つなげることは大変な

のですよね。特にさっき言った数知れないものがみんな電波を出し始めたときに、それ

を実際に受けるネットワークが十分かというと、どんなに光ファイバーがあれしても全

く足りないという状況で、そこのところはそれこそネットワークを含めた議論、電波だ

けでなくて、電波というのは、最後に人にくっつくところは多くが電波になりそうな感

じです。ただ、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０にしても、それはどっちかというとインフラという
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ことで、あまり日を当てない議論のほうが多いのですね、使い勝手のところで。だから、

先ほどの一般のユーザーにわかりやすいという話と、実はその中にというところも技術

のほうではあるので、我々はどっちかというとそっちのほうも重要だよということを言

う立場にもありますので、そこのバランスが重要だと思います。ただ、専門用語だけで、

普通の人にはわかりませんよという議論をしている時代じゃないというのは非常に重要

なポイントだと思います。 

○知野委員  ありがとうございます。若い世代や、ネットがあるのが当たり前になって

育った世代は、空気のようにつながるものだと思っていますので、いざ何かトラブルが

あったときにどうしてということもあるので、そのあたり、もっと伝えていくといいと

思いました。 

○西尾分科会長  どうも貴重なご意見ありがとうございました。 

 上條委員、どうですか。 

○上條委員  今日は大変たくさんのご報告を聞かせていただきまして、ありがとうござ

いました。私も村山委員、知野委員のお話と若干かぶってしまうのですけれども、これ

一つ一つの細かい技術条件をご検討されて、こういった形でご報告いただいたわけでご

ざいますが、実際の利用シーンですとか、グローバルに世界の各国の状況の動向ですと

か、そういったことも踏まえて報告書の中にはご記載がありましたので、最後、ユーザ

ーがどのような形で、どういう場面でこれらの技術を使い、活用するのかということを

想像しやすく、皆さんがイメージしやすいような形で発信をしていくことと、交通シス

テムのほうは、日本が主導して標準化を提案しているものだというところが非常に好ま

しいことだと伺っておりましたが、日本発の技術だけの標準化ではなく、コンセプトで

すとか、利用シーンですとか、用途のようなところでのコンセプトの部分での標準の提

案ですとか、そういったことも、各こういった個別の技術を深めていくことと同時に、

横串を刺すような形での標準化の進め方ですとか、そういった技術観の議論というのも、

こういった分科会の中でも進めていけたらいいなと。内閣府のＳＩＰなどの議論とあわ

せまして、Ｓｏｃｉｅｔｙの話などとも相まって、利用シーンや用途のところも意識し

た技術のご検討を行ったり来たりされるといいかなと感じましたので、若干蛇足ではご

ざいますが、つけ加えさせていただきました。 

○安藤委員  全くそのとおりで、あえてここで言うとすると、昨年も実は話題になった

のですけれども、標準化の話も出ましたが、省庁縦割りではできないサービスばかりな
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のですね。今のドローンなんかも、飛ぶ飛行機の安全をつかさどるところとやらなくて

はいけない。ＩＴＳは当然ですけれども、国土交通省と一緒にやることがたくさんあり

ます。ＲＦＩＤなんかは多分、経済産業省の所掌にも入ってきます。そして、全てが人

工知能、ＡＩということに結びつけるのがＳｏｃｉｅｔｙ何とかなんですけれども、ど

この省庁のという話では多分ないので、それで最近は内閣府を中心にして横串を通すと

いうこと、それはまさに重要ではないでしょうかね。ですから、おっしゃるとおりだと

思います。 

○西尾分科会長  貴重なご指摘、ほんとうに大事なことだと思いました。ご意見をいた

だきましてどうもありがとうございました。 

 以上で本日の議題は終了いたしたいと思っております。 

 事務局から何かご連絡ございませんでしょうか。 

○永利管理室長  特にございません。 

 

閉  会 

 

○西尾分科会長  それでは、本日はまさに年度末の３月３１日に、皆様ご多忙のところ

をこの分科会にご参加いただきまして、心よりお礼申し上げます。また、重要な案件の

審議をいただきましてありがとうございました。 

 次回の日程につきましては、決まり次第、事務局からご連絡申し上げますので、皆様

よろしくお願いをいたします。 

 以上で閉会といたしたいと思います。ほんとうにどうもありがとうございました。 


